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北海道における作物ごとの種子の生産体制等（条例施行後）

主要農作物
（稲・大麦・小
麦・大豆）

小豆・えんどう・
いんげん・そば

馬鈴しょ

原原種 採種原種

道

（委託：ホクレン）
農協等

委託 ほ場指定

販売

農

家

（一般生産）

ホクレン

特産種苗協会

十勝農協連

種苗管理

センター

ホクレン

特産種苗協会
農協

集荷販売業者

農協等

ホクレン

特産種苗協会

十勝農協連

道

（委託：農協等）

ホクレン

ホクレン

十勝農協連

上川生産連

てん菜 品種育成国の種

苗会社
日本甜菜製糖

ホクレン

日本甜菜製糖

ホクレン

北海道糖業

輸
入

輸
入

品種育成国の種

苗会社

品種育成国の

種苗会社

野菜 種苗会社等
小売業者

生産

十勝農協連

上川生産連

北海道種馬鈴しょ生産

販売取締条例で規定

主要農作物等

地域で原種等の生産を担う場合
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４ 本県の種子生産体制

奨励品種に採用

育成地
系統（おおもとの種子）

＜農業研究センター＞

系統栽培 原原種（原種ほの「もと種」）生産

原 種（採種ほの「もと種」）生産

･･･

･･･

･･･

･･･

･･･

･･････ ･･････
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４ 本県の種子生産体制

農業研究センター

（原種売渡）

(公社)岩手県農産物改良種苗センター等

⑧種子売渡

③種子注文

全農県本部

種子販売ＪＡ

一般農家

①種子注文⑩種子売渡

②種子注文
⑦種子売渡④種子生産契約

採種ほを所管するＪＡ

採種ほ担当農家（生産部会）

⑤種子生産契約 ⑥種子売渡

⑨種子売渡

種子の流通

-18-
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４ 本県の種子生産体制

農業研究センター

(公社)岩手県農産物改良種苗センター等

採種ほを所管するＪＡ

採種ほ担当農家（生産部会）

普
及
セ
ン
タ
ー

③ほ場指定申請

・種子検査

・優良種子生産に必要
な助言等

ほ場指定と原種の流通

①種子生産契約
（代行申請規定あり）

②種子生産契約
（代行申請規定あり）

農産園芸課

⑦原種売渡

⑧原種売渡

⑨原種売渡

④ほ場指定

⑤ほ場指定の報告

⑥ほ場指定に基づく
原種の売渡依頼

-19-
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主要農作物（水稲・大豆・麦）の優良種子の安定供給への取組

令和５年６月 福島県農林水産部

日本人の主食である米をはじめ、大豆、
麦の主要農作物の優良種子の安定供給
農業振興上、最も基本的で重要な取組 このため

「福島県奨励品種の優良な種苗の安定供給に関する条例」を令和４年４
月１日に施行し、揺るぎなく優良種子の安定生産に取り組んでいく

福島県主要農作物種子生産取扱基本要綱（R4.4.1改正）

②福島県原種･原原種生産及び配付要領・運用（R4.4.1改正）

①福島県主要農作物奨励品種決定要領（R4.4.1改正）

③福島県主要農作物種子検査要領・運用（R4.4.1改正）

「主要農作物種子法」に代わり、県が
①「奨励品種の決定」、②「原種等の生産と配付」、③「一般種子の
品質確保（検査）」を実施することを定める。

長い時間を掛けて育成した優良品種は
知的財産の粋

福島県の対応（H30.4.1～）
主要農作物種子法の廃止(H30.4.1)

～優良種子の安定供給フロー（水稲の場合）～

農業総合センター
（郡山市、会津坂下町、相馬市）あきたこまち、

県内８か所の「種子場」

「種子」を作る農家：

高度な技術＋伝統に裏付けられた自信

⇒「優良種子」づくり

約210万kgの種子
（約60,000ha分）
が一般農家へげんげんしゅ

「原原種」
24a

（福笑い、コシヒカリ、ひとめ
ぼれ、天のつぶ、チヨニシキ、
里山のつぶ、まいひめ、ふくひ
びき、福乃香、夢の香、こがね
もち、あぶくまもち）

げんしゅ

「原種」
4.74ha

（福笑い、コシヒカリ、ひとめ
ぼれ、天のつぶ、チヨニシキ、
里山のつぶ、まいひめ、ふくひ
びき、福乃香、夢の香、こがね
もち、あぶくまもち）

異型の例（長稈）異型排除作業

消費者へ

234名・467ha

た ね

わ ざ プライド

た ね ば
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種子買入

協議

協議

業務委託

種子販売

種子注文販売

主要農作物種子生産体制について

➣ 奨励品種決定調査（現地調査）
➣ 指定原種・一般種子生産ほ場の審査

（ほ場審査・生産物審査）
➣ 種子生産に関する助言・指導

➣ 奨励品種決定調査（調査計画）
➣ 生産計画の策定
➣ 採種計画に関する協会との調整
➣ 関係機関との調整
➣ 原種ほ場の指定（指定原種ほ）

➣ 奨励品種決定調査（基本調査）
➣ 原原種・原種（一部）生産・供給
➣ 種子生産に関する助言・指導

➣ 種子需給計画調整
➣ 種子生産体制対策協議会
➣ 採種計画の作成
➣ 種場農協との採種計画の調整

➣ 種子買入販売業務
➣ 価格協議

➣ 岐阜県米麦改良協会への種子の申し込み
➣ 農家への種子販売

➣ 稲、麦類、大豆の生産

県
農産園芸課 農業技術センター

中山間農業研究所

（一社）岐阜県米麦改良協会

全農岐阜県本部

ＪＡ等種苗業者

岐阜県種子生産体制強化対策協議会
（ＪＡ・採種組合等・全農・米改・県)

【水稲】
・採種農家

【小麦】
・採種農家

【大豆】
・採種農家

種子生産
委託

調整・指導

原原種・原種

指定原種 種場ＪＡ  ⇒  採種組合等
（生産委託）

一般種子

一般農家

岐阜県主要農作物種子条例に基づき、関係団体等と連携して、これまでの体制を活かしながら、引き続き優良な種子の生産及び普及に取り組む。

農林事務所農業経営課
助言・指導

原種ほ場の指定
審査（生産等基準の確認）
指導・助言

➣ 指定原種生産実施計画の作成・申請
➣ 一般種子生産実施計画の作成・報告

【乾燥調製施設】

種子注文

生産実施計画
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県 米麦協会 ＪＡ 農家原種の販売 種子の販売 種子・苗の販売

採種農家

ほ場の指定
原種の販売

種子の販売

ほ場の審査

採種事業と種子流通の流れ
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主要農作物
種子対策について

愛知県の主要農作物（稲・麦・大豆）の優良な種子の生産及び供給に関する取組みは、

2020年4月1日に施行された「主要農作物の品種の開発並びに

種子の生産及び供給に関する条例」に基づき実施されています。

目的（第一条） 
主要農作物の品種の開発並びに種子の生産及び供給に関し、基本理念を定め、及び県の責務等を明らかに
するとともに、県が実施する施策その他必要な事項を定めることにより、主要農作物の優良な種子の安定
的な供給を図り、もって本県の主要農作物の品質の確保及び安定的な生産に寄与することを目的とする。

基本理念（第三条）
主要農作物の品種の開発は、主要農作物の種子の生産とあいまって、主要農作物の優良な種子の
安定的な供給に資するものであるという認識の下に行われなければならない。

主要農作物の種子の生産及び供給は、主要農作物の優良な種子の将来にわたる低廉かつ安定的な
供給が、消費者への安全で安心できる食糧の安定的な供給に不可欠なものであるという認識の下に
行われなければならない。

主要農作物の品種の開発並びに種子の生産及び供給は、県民の理解を得つつ、県、採種団体、一般
種子生産者その他の関係者の相互の連携の下に行われなければならない。

県の責務等（第四条及び第五条）
県は、基本理念にのっとり、主要農作物の品種の開発並びに種子の生産及び供給に関する施策を総合的
かつ計画的に策定し、及び実施する責務を有する（第四条）。
採種団体は、基本理念にのっとり、奨励品種の優良な一般種子の安定的な供給に努めるものとする（第五条）。

■

■

■

1

2

3

主要農作物の品種の開発並びに種子の生産及び供給に関する条例（一部抜粋）

一般種子生産者
採種団体

（愛知県米麦振興協会）

種子生産の委託

愛知県農業水産局

農林水産事務所

⑩ほ場・生産物審査

⑪勧告・助言・指導

農政部農業経営課

⑦奨励品種の決定

⑫知的財産権の取得

農政部園芸農産課

⑧種子計画の策定

⑫育成　⑬理解増進

農業総合試験場

⑥優良な品種の開発

⑨原種等の生産

審査・指導 種子生産の協議 原種配布

問い合わせ先

農業水産局農政部園芸農産課（稲・麦・大豆グループ）　TEL.052-954-6420
■ 主要農作物種子対策の全容について　■ 一般種子の生産について　■ 研修について

主要農作物種子対策Webページ https://www.pref.aichi. jp/engei/shushi/index.html

農業総合試験場（作物研究部・山間農業研究所） 作物研究部 TEL.0561-62-0085
 山間農業研究所 TEL.0565-82-2029
■ 品種開発の詳細について

農業水産局農政部農業経営課（技術調整グループ）　TEL.052-954-6410
■ 品種開発の概要について　■ 奨励品種の決定について　■ 原種等の生産について

※番号は条例の条数を示す
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勧告等（第十一条）
県は、採種団体又は一般種子生産者に対し、奨励品種の優良な一般種子の生産及び供給のために必要な勧告、
助言及び指導を行うものとする。

主要農作物の優良な種子の安定的な供給に関する施策の充実（第十二条）
県は、主要農作物の優良な種子の安定的な供給を図るため、主要農作物の種子の生産及び供給に係る者の育成
及び確保、主要農作物の種子の生産及び供給の体制の整備、県が開発した主要農作物の優良な品種に係る知的
財産権の取得その他必要な施策を講ずるよう努めるものとする。

※主要農作物の種子の生産に関わる者の育成及び確保のため、園芸農産課が研修を実施しています。

県民の理解の増進（第十三条）
県は、主要農作物の優良な種子の安定的な供給の重要性について県民の関心と理解の深めるため、主要農作物の
品種の開発並びに種子の生産及び供給に関する啓発及び知識の普及その他必要な施策を講ずるよう努めるものとする。

財政上の措置（第十四条）
県は、主要農作物の品種の開発並びに種子の生産及び供給に関する施策を推進するために必要な財政上の措置を
講ずるものとする。

委任（第十五条）
この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、知事が定める。

■

■■

1

2

優良な品種の開発（第六条）
県は、県に蓄積された知識、技術及び経験を活用して、県内の気象、土壌その他の自然的条件に適した主要
農作物の品種の開発を行うよう努めるものとする。

 1 の開発のため、民間事業者等との連携に努めるとともに、主要農作物の多様な種子の収集及びその特性の
評価を行い、並びに有用な遺伝資源を蓄積し、及び利用するものとする。

※主要農作物のうち、稲・麦の品種開発を愛知県農業総合試験場が実施しています。

奨励品種の決定（第七条） 
県は、県内に普及すべき主要農作物の優良な品種として奨励品種を決定するものとする。
【対応する要領】
主要農作物奨励品種決定要領、主要農作物奨励品種決定調査実施要領、主要農作物奨励品種審査会議開催要領

種子計画の策定（第八条）
県は、毎年度、奨励品種の一般種子の生産に関する計画（種子計画）を策定するものとする。

原種及び原原種の生産等（第九条）
県は、ほ場の設置等により奨励品種の原種及び原原種の生産を行うものとする。
【対応する要領】原種配布査定会議開催要領

ほ場審査及び生産物審査(第十条)
一般種子生産者は、奨励品種の一般種子の品質を保つため、奨励品種の一般種子を種子計画に基づき生産する
ほ場（一般種子生産ほ場）の範囲を特定し、審査（ほ場審査及び生産物審査）を受けなければならない。
【対応する要領】主要農作物種子審査要領

※農林水産事務所（農業改良普及課）が一般種子の審査をしています。

基本的施策（第六条～第十五条）

策
定

農業総合
試験場 農業経営課 愛知県米麦振興協会

一般種子生産  （農業者）
  （指定種苗の生産  を業とする者）

各農協 農業者農業総合試験場

園芸農産課 農林水産事  務所（農業改良普及課）

品
種
開
発

原
原
種
生
産

原
種
生
産

原
種
配
布

種
苗
法
に
よ
る
表
示

農
産
物
検
査

合
格
種
子
納
入

種
子
場
農
協

生
産
ほ
場
特
定

発
芽
率
等
検
定

種
子
販
売

稲
・
麦
・
大
豆
生
産

種
子
計
画

奨
励
品
種
決
定
調
査

奨
励
品
種
審
査
会
議

研
修

指導・助言

県民への周知

結
果
通
知

ほ場審査①

結
果
通
知

ほ場審査  ②

結
果
通
知

生産物審査
備品導入
による加速化

一部作業委託
（農業者）

種苗法に
おける
指定種苗
販売業者

JAあいち
経済連

主要農作物種子対策事業の全体像
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